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2025 年 10 月 10 日 

教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループ 

議論の整理に対する意見 

 

公益財団法人 大学基準協会 

 

2025 年 10 月 10 日付で日本高等教育評価機構、大学・短期大学基準協会、大学基準協会の  

３団体は、合同で「教育・学習の質向上に向けた新たな評価の今後の議論の方向性に関する提言」

を提出した。本意見書は、この合同提言に至った論拠を整理するとともに、本協会の活動実績や

会員校からの意見に基づき、より具体的な視点を提示するものである。 

本意見に示した内容が今後の議論に反映され、わが国の高等教育の質保証システムとしての

評価制度の一層の充実・向上につながることを期待する。 

 

１．認証評価の効果と課題 

○ 本協会の大学評価（機関別認証評価）においては、第１期（2004～2010 年度）に自己点

検・評価の実質化を目指し、第２期（2011～2017 年度）には大学自らが教育等の質を保証

する内部質保証システムの構築・機能化を促した。第３期（2018～2024 年度）では内部質

保証システムを機能させ、教育改善や学生の学習成果の向上につなげることを目指した。第

４期（2025 年度～）からは、学習成果を基軸に教育の企画・設計、運用、検証、改善・向上

に取り組み、高等教育機関が内部質保証を実質化させられるよう取り組んでいる。このよう

な大学評価の展開は、本協会が定める「大学基準」とそれにもとづく「評価項目・評価の視点」

の改定に反映され、それを広く公表し、とくに評価を受ける大学の取り組みの参照基準とな

ることを通して、本協会は、内部質保証システムの定着化・機能化に貢献し、大学が教育の

質保証に主体的に取り組むことを推進してきた。また、大学においても、各学部・研究科等の

特性を活かしつつ、大学全体として教学マネジメントを重視した質向上の取り組みが進んで

いると認識している。 

○ 本協会では、各大学の理念・目的に基づく評価を重視し、その達成に向けた取り組みと成果

を評価結果に記載してきた。ただし、これらは主に大学関係者向けであり、必ずしも社会一

般にわかりやすいものとは言い難かった。そのため第４期からは、「大学基準」の 10 基準ご

とに理念・目的の達成度を示す４段階の評定を公表するなど、よりわかりやすい評価結果の

提供に努めている。今後もこの方向性を一層強化していく必要があると認識している。 

○ 認証評価は、大学の自己改善機能や説明責任の強化を支援する役割を持つ。そのためにエ

ビデンスに基づく実証的な自己点検・評価を推進してきたが、法令事項を含め説明すべき事

項が増える傾向にあり、大学・評価者の負担感につながっていた。本協会では、定量的デー

タをまとめた基礎データの活用や、第４期からは点検・評価報告書に図表データを活用する

などの工夫を講じている。今後はデータや AI の活用を含め、効率的かつ効果的な評価の仕

組みづくりが必要であると認識している。 
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○ 本協会は、わが国で最も歴史のある質保証機関として、国際通用性のある評価を追求して

きた。しかし、質保証における学生参画、産業界との連携、ＡＩを活用した質保証（内部質保

証、外部質保証の両面から）、マイクロクレデンシャルや国境を越えて提供される教育の質保

証など、なお検討を要する点が残されている。本協会では、産業界の関係者を評価者に加え

ているほか、2024 年度に学生参画に関する調査研究を行い、大学等における質保証への

学生参画、質保証機関による評価への学生参画の推進に取り組んでいる。さらに、2025 年

度からの第４期では、実地調査における学生インタビューに加えて、ウェブフォームを用いた

学生からの意見収集を導入している。これらの効果を検証しつつ、他の課題についても迅速

に取り組んでいくことが必要であると認識している。 

○ 上記のように、質保証機関として、評価の国際通用性や信頼性をさらに高める観点から、評

価機関の質を保証する措置（例えば、メタ評価）の導入も検討すべき課題であると考える。 

 

２．ワーキンググループにおける議論の課題 

○ 大学の質を保証する第一義的責任は大学にあるという世界的な共通理解を前提とし、これ

までの認証評価を通じて大学に根付きつつある内部質保証を更に促進させるためにも、機

関別評価は不可欠である。国際通用性の観点からも、機関別評価を充実させることにより、

学生参画や産業界との連携、マイクロクレデンシャルを含む新しい教育方法や国境を越えて

提供される教育の質保証などといった諸課題に的確に対応していくことができる。変化の激

しい社会において大学が柔軟に対応していくためには、適切なガバナンスと質保証システム

を備えていることが必要である。その観点からも、機関別評価を実施することには今日的な

意義がある。なお、ワーキンググループによる議論の整理では、産業界等や学生の参画の必

要性が示されているが、今後はこれらをどのように国として推進し、評価機関と協働し支援し

ていくのか、本質的な質保証に係る議論を展開していくことに期待したい。 

○ 認証評価制度の導入に際しては、各評価機関が定める基準に従い、多元的に評価が行われ

ることが想定されており、当時の国会答弁においても、さまざまな観点から評価が行われる

ことが望ましいと述べられている。そのため、現在の認証評価が多元的に実施されているこ

とは当然の結果といえる。一方、近年の政策議論では、制度設計時の理念や経緯が十分に

顧みられず、課題ばかりが強調されているように見受けられる。ワーキンググループによる議

論の整理でも、複数の評価機関が存在することで評価基準や観点が必ずしも一致せず評価

への公平性に課題があること、評価機関ごとに評価手法が異なることで効果的・効率的で優

れた評価手法の共有・実践が十分でないこと、各高等教育機関の活動を社会へ明らかにし

て理解を得るという役割を必ずしも十分に果たせていないことが課題として挙げられている。

しかし、本協会の評価を受けた大学からは、教育の点検・改善の機会として有効であったと

の声があり、教育の質向上に一定の成果をもたらしていることは明らかである。制度改革を

議論する際には、導入時の理念や経緯を共有し、現行制度の成果を正当に評価したうえで、

大学が将来にわたり改善と発展を続けられる認証評価制度を文部科学省が明確に示すこと

が求められる。 
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○ 新たな評価制度の構想では、高等教育機関の活動を社会に対して明らかにして理解を得る

ことや高等教育機関・評価者の負担軽減に重点を置く改革が検討されている。しかし、これ

に重点を置きすぎると第三者評価の質の低下を招きかねない。第三者評価が高等教育機関

の教育の質向上に資するためにも、制度設計においてバランスのとれた議論が進められるこ

とを期待する。 

○ 学部・学科、研究科単位の評価については、それが学位プログラムの質保証として適切かど

うか国際通用性の観点から慎重に検討されることが望ましい。また、この評価を実施するに

は多数の評価者の確保が必要となり、作業量も含めて高等教育機関に過度な負担とならな

いかが課題である。さらに評価機関の持続性確保の観点も踏まえ、現実的かつ実現可能性

に配慮した議論が進められることを期待する。そのためにも、議論のみならず、文部科学省

による試行評価や大学進学者や企業関係者へのヒアリングを含む現行制度との比較分析が

行われ、丁寧に検討が行われることを望む。 

○ 本来、分野別評価は、当該専門分野の学協会や職能団体等と連携して実施されることが望

ましく、そうした連携があるからこそ評価の信頼性が高まる。しかし、現行の機関別認証評価

を担う評価機関は、必ずしも専門分野に立脚した団体ではない。そのため、現状のピアレビ

ューのみで各専門分野に適した教育課程や教育方法を評価するには、さらなる工夫や体制

整備が必要である。学部・学科、研究科単位の評価が学位プログラムの質保証として適切か

どうかを検討するとともに、実質的な分野別評価を実施する場合にはそれを支える体制につ

いても十分に検討されることが期待される。 

○ ワーキンググループによる議論の整理では、学位の分野に基づく学部・学科、研究科単位で

の教育の質を重視する制度設計が示されている。しかし、多くの高等教育機関では、全学共

通科目や複数学部にまたがる教育課程、正課外教育のプログラム提供、地域貢献活動など、

学部・学科、研究科の枠を超えた全学的な取り組みを展開している。これらは、大学教育の

重要な一部であり、その質を適切に保証するには、機関全体を視野に入れる枠組みが不可

欠である。したがって、高等教育機関全体の教育活動を適切に評価し、その改善につなげる

観点から、機関別評価の枠組みを維持することが望ましい。 

○ 学部・学科、研究科単位の段階別評価は、高等教育機関への進学希望者や社会の多様なニ

ーズに適切に対応するものとなるか、検討する必要がある。専門分野ごとに評価基準や項目

を設ければ分野間の評価にばらつきが生じる一方で、統一的な基準を設定すれば分野ごと

の特性が反映されづらくなる可能性がある。また、同一分野であっても大学ごとの教育目標

の違い（例えば同一分野にもその領域の最先端を切り拓く研究者を輩出することを目指す

大学と、多様な現場で社会実装を担う人材育成を目指す大学がある）をどのように反映する

かという課題が残る。両者を同一の基準の下で簡易な段階評価に付すことは、高等教育機

関の不適切な画一化を招く可能性がある。このように、公平性の確保と分野特性の尊重を

両立させることには本質的な限界があるため、評価の主体や手法について慎重に検討され

たい。 
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○ 学部・学科、研究科単位の評価を検討する際には、分野別評価（各専門分野の第三者評価）

や分野別認証評価（専門職大学・短期大学・大学院に対して実施する専門分野の認証評価）

を実施する既存の評価機関があることから、国の枠組みとして行う評価と、任意団体による

プログラム評価との関係性を整理することが不可欠である。その際、任意の評価団体の自律

性や独自性は尊重される必要がある。既存の仕組みを踏まえたうえで、現状を十分に理解し

た議論が行われることを期待する。 

○ 評価結果の活用については、ワーキンググループによる議論の整理では、例えば資源配分

等の国の政策に活用することが示されている。しかし、現在の認証評価は高等教育機関にお

ける教育等の改善・向上を支援する役割を担っており、その結果を資源配分等の国の政策

に直接的に活用することが妥当かどうかは、今後さらに慎重な議論が求められる。この点に

ついては、国の関与は必要最小限にとどめるべきであり、行政措置と直接連動させることは

制度趣旨に反する可能性がある。そのため、早急な判断は避けるべきである。 

○ 2025 年度より第４期認証評価が開始され、各高等教育機関では計画的に申請の準備を進

めている。こうした状況で、大きな制度変更を短期間で実施することは、高等教育機関及び

評価機関の双方に混乱を招くおそれがある。したがって、新制度の導入時期については、混

乱を避ける観点からも慎重に検討されることが望ましい。 

 

３．今後の議論に向けた発展的意見 

○ ワーキンググループによる議論の整理では、設置基準等の遵守確認に必要なデータや全国

学生調査の結果などの諸データをデータベース化して質保証に活用することが提案されて

いる。これにより、高等教育機関が文部科学省や評価機関に重複して同内容のデータを提

出することを避けられることから、大きな効果が期待できる方策と考えられる。さらに、ポータ

ルサイトを通じてデータベースの情報を開示することで、高等教育機関の情報公開を一元的

に進めることが可能となるため、データベースの整備・活用を着実に進められることが期待さ

れる。 

○ ワーキンググループによる議論の整理では、「新たな評価」と設置計画履行状況等調査との

連携が示されている点は、評価制度の効率化や透明性向上につながる重要な視点であると

考える。他方で、大学設置分科会設置計画履行状況等調査委員会による調査結果が、高等

教育機関の活動改善に必ずしも十分に活用されていない現状も指摘されており、教育の質

の向上に資する具体的な意見を提示することも改革案のひとつとして示されている。これを

踏まえるならば、既存の仕組みを維持しつつも、国が統一的な基準で学部・学科、研究科ご

との評価（段階別評価を含む）を行い、その結果をレジスター制度として登録する仕組みを

「選択肢の一つ」として検討することは有意義であろう。諸外国でも、オーストラリアの

National Register やマレーシアの Malaysian Qualifications Register、ニュージ

ーランドの資格登録制度など、国が責任を持って行うレジスター制度は広く採用されており、

国際的にも妥当な方策といえる。国が高等教育に関する基礎的な要件の充足度を統一的な

基準に基づき評価を行うことで社会の信頼を得るとともに、評価機関によるアクレディテーシ
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ョンを、各大学の理念・目的を尊重しながら教育の質向上を助言・支援する役割に特化させ

ることができる。こうした「国による統一的評価」と「第三者評価機関による質向上支援」との

役割分担の実現により、現行制度の延長線上で発展系を構築することができれば、わが国

の質保証システムは一層堅牢なものとなり得る。 

○ 上記のように、データベースの整備・活用及びレジスター制度の導入により、設置基準等の

遵守確認が行われる場合、アクレディテーションにおいて、法令遵守事項を直接確認する必

要はなくなる。その代わりに、各高等教育機関の理念・目的の実現に向けた優れた取り組み

の促進や教育の質の向上を助言するような第三者評価へとシフトすることが期待される。 

○ アクレディテーションにおいては、国際通用性の観点からも、機関別の評価を継続するととも

に、各高等教育機関の内部質保証システムの機能化に重点を置いて評価を行うことが望ま

しい。そのため、各評価機関は、質保証の国際的動向に注意を払い、学生参画や産業界との

連携を進めるとともに、各高等教育機関の質向上に必要な今日的課題への対応などを重点

的に評価することが期待される。また、各評価機関は当該機関の設立理念や評価の目的を

明確に社会や各高等教育機関に説明するとともに、評価結果の様式を統一するなど、わかり

やすい評価結果の提示に向けて取り組むことが望ましい。 

○ レジスター制度やアクレディテーションを通じて高い評価を受けた高等教育機関に対しては、

インセンティブを導入することも検討に値する。これにより、高等教育機関の質保証への主体

的な取り組みを動機付け、制度に対する信頼と納得感を高めることが期待される。想定され

るインセンティブとしては、例えば登録期間の延長、再登録時の評価手続の簡素化や自動更

新、一定の要件を満たした機関に対する自己認証機関としての地位付与などが考えられる。

こうした仕組みを設けることで、単なる負担の軽減にとどまらず、高等教育機関が自ら教育

の質の向上に継続的に取り組むことにつながる。 

○ 評価機関の質の維持・向上や信頼性の担保に向け、評価機関を定期的に評価するメタ評価

の仕組みの検討も期待される。なお、メタ評価の導入にあたっては、その透明性や客観性の

確保が重要であり、第三者性を確保するためにも、メタ評価を担う機関と評価の実務を担う

機関は明確に区分することが望ましい。 

以上 


